
  
  

 
 

産
業
競
争
力
強
化
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

一 
政
府
は
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況

並
び
に
評
価
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
九
項
関
係
） 

二 

政
府
は
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
並
び
に
評
価
の
結
果
に
関
し
て
、
各
年
度
ご
と
に
、
報
告
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
第
十
項
関
係
） 


